
北海道内空港運営の民間委託の取り組み

○国土交通省は、令和２年より、旭川市、帯広市、北海道とともに、北海道全体の観光振興・地域の活性化を図ること
  を目的とした北海道内７空港の一括運営委託を開始した。

詳細な情報はこちら。
（国土交通省航空局のＨＰにリンク）

【空港運営権者】

社 名：北海道エアポート株式会社
設 立：令和元年(2019年) 8月23日
資本金：371億円

 (令和4年3月31日  1億円に減資)

代表取締役社長：山﨑 雅生

株主：北海道空港㈱、
三菱地所㈱、東急㈱、
㈱日本政策投資銀行、 
㈱北洋銀行、㈱北海道銀行、
北海道電力㈱、
㈱サンケイビル、日本航空㈱、
ANAホールディングス㈱、
三井不動産㈱、三菱商事㈱、
岩田地崎建設㈱、
㈱道新サービスセンター、
㈱電通グループ、
大成コンセッション㈱、
損害保険ジャパン㈱

北海道エアポート（株）の
マスタープラン、事業計画の情報はこちら。
（北海道エアポート（株）のＨＰにリンク）

７空港一括のビル経営開始（R2.1）
・空港ビルの運営
・路線誘致（エアポートセールス）
・地域活性化
・観光振興

滑走路等の運営移行
・滑走路､誘導路､駐機場、航空灯火､

排水施設､道路等の運用､管理およ
び維持補修

・運営開始
R2.6:新千歳空港
R2.10:旭川空港
R3.3:稚内､釧路､函館､帯広､女満別

７空港一括での運営開始国管理空港等のコンセッションスキーム概要

釧路

北海道 帯広市 旭川市国

稚内函館新千歳

札幌(※)

中標津 女満別 紋別 帯広 旭川

奥尻 利尻 礼文

：空港運営委託対象空港

空港運営権者
（７空港の一括運営）

(※)札幌飛行場(丘珠空港)
は､防衛省が設置管理する
共用空港で､民間航空が利
用するﾀｰﾐﾅﾙ区域は国土交
通省が管理している。

契約

国管理空港 地方管理空港 特定地方管理空港

北海道１３空港

特定地方管理空港

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000037.html
https://www.hokkaido-airports.com/ja/corporate/company/vision/
https://www.hokkaido-airports.com/ja/corporate/company/vision/
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